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1. 安全を確保するための事業の運営の基本的な方針 

（規則第 221条の 6第 1号） 

 

1-1 安全方針 

    安全の維持を企業活動の最優先事項とする。 

 

 1-2 安全に係るコミットメント 

私達の最大の関心は小型航空事業の安全であり、安全の維持は会社経営 

の基盤という信念を保持する。 

私達は小型航空事業の安全に関する情報を関係者全員で共有することが 

     重要と考え、関係する社員が安全に関する重要な危険要素や懸念を積極的  

に報告することを奨励する。 
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2. 安全を確保するための事業の実施及び管理体制 

（規則第 221条の 6第 2号） 

2-1. 組織及び人員に関する情報  

（1） 組 織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)  経営の責任者による輸送の安全確保に係る責務 

    ア．安全に対するコミットメントを行う。 

    イ. 安全は最優先事項である旨を含めた安全方針を明示する。 

    ウ. 安全上の重要事項に関する経営上の意思決定に基づく指示を行う。 

  (3)  安全統括管理者の責務等 

    ア. 権限及び責務 

         安全統括管理者は、安全施策・安全投資の決定といった安全に関す 

る重要な経営判断に直接関与することができる管理的地位にある者で、 

管理総括に関する業務経験を有する者とする。 

 安全統括管理者は、会社内の安全管理の取組みを統括的に管理する

権限を有する。 

イ. 選 任 

安全統括管理者は経営の最高責任者が任命する。 

総 務 課 

経 理 課 

東京営業課 

奈良営業課 

運航管理課 

乗員統制課 

訓 練 課 

東京整備課 

奈良整備課 

品質管理室 

営業部 

運航部 

整備部 

総務部 

代表取締役

社 長 

取 締 

役 会 

査察室 

安 全 

監査室 

安全統括 

管 理 者 
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(4)  組織の機能等 

組織等 機能又は役割 

代表取締役社長 

会社の経営に関する全ての業務を統括するとと

もに、安全上の重要事項に関する決定・指示及び

安全推進に必要な資源を確保し安全文化の醸成を

図る。 

安全統括管理者 

 安全管理業務の取組に対する役員であり、代表

取締役社長への安全上の補佐及び意見具申を行う

とともに、各役員への調整及び各部長への指導・

勧告を行い安全文化の醸成を図る。 

安全監査室 

安全管理システムが有効に機能していることを

確認するとともに、安全業務に係る情報の収集・

分析等の安全活動を推進し安全文化の醸成を図

る。 

各  部 

 各部長は、社員の安全を確保し各種業務が安全

かつ円滑に推進できるよう、必要な課等を配置し

指導・監督を行い、航空機の安全運航を図る。 

 

(5)  人 員  （2026.4.1現在） 

総員 70名（社員 60名、嘱託 10名） 

     ア.東京本社 44名（嘱託 6名を含む。） 

     イ.奈良   26名（嘱託 4名を含む。） 

(6)  運航管理担当者及び整備従事者の人数   （2026.4.1現在） 

ア. 運航管理担当者   9名  （専従者  5名・操縦等兼務 4名） 

     イ. 整備従事者    28名  （正社員 27名・嘱託等 1名） 
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2-2. 日常運航の支援体制  

(1)  安全に係る体制 

ア. 安全推進会議 

       安全推進会議は、年１回、航空機の安全運航に係る内容を対象とし

て、安全業務の計画及び対策等について審議し了承又は指導等を得る

ものです。この会議では、代表取締役社長をはじめ安全統括管理者、

各部長、安全監査室長が参加し、安全に係る問題点や対策についての

認識を共有し、当年度の実績及び次年度の計画について審議を行いま

す。その結果を受け、必要な安全諸業務について、安全監査室及び各

部安全担当者が具体的対策を行っていきます。 

イ. 安全推進連絡会議 

この会議は、定期的又は必要の都度開催し、安全に係る情報の共有

及び検討等を行ない、その内容を各部社員に周知徹底するものです。   

     また、各部における安全活動状況を把握し適切な措置を行っていきま

す。 

(2)  運航に係る支援体制 

     航空機乗組員、整備従事者及び運航管理担当者の定期訓練及び審査内 

容は、国土交通省航空局で定めた「運航規程審査要領（空航第５８号）」 

「整備規程審査要領（空機第 73号）」及び「航空運送事業及び航空機使 

用事業の許可及び事業計画変更の許可審査要領（空機第６８号及び空機 

第６９号）に基づき行っています。 

※ 国土交通省航空局の規定については、HPをご覧ください。 

      また、運航の問題点の把握と共有及びフィードバック体制については、 

    報告制度（義務報告及び自発報告）及び安全教育等を活用し、安全意識 

を高揚させる活動を推進しています。 

     加えて、安全等に係る各種セミナーへの参加を促すことで、最新の情 

報を入手し安全における予防的取組を重視するよう取組んでいます。 
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2-3. 使用している航空機に関する情報 

   (1) 保有機の種類 

ア.アエロスパシアル式  AS350B型 

イ.アエロスパシアル式  AS350B１型 

ウ.ユーロコプター式   AS350B3型 

エ.カマン式       K-1200型 

オ.ベル式        212型 Eagle Single 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                         現場作業における 

ベル式 212 型 Eagle Single 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              新規導入機の初飛行 

エアバス式 H125 型 
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(3) 機種別機数及び平均年間飛行時間 

 

2026.4.1 現在                      

機  種 機数 座席数 
年飛行時間 

2025 年度 

年飛行時間 

2024 年度 

アエロスパシアル式 AS350B型、B1型 2 5 495時間 685時間 

ユーロコプター式 AS350B3型 4 5 746時間 865時間 

カマン式 K－1200型 2 1 1060時間 767時間 

富士ベル式２０４Ⅱ型（2025.8.7 抹消） 0 8 15時間 65時間 

ベル式 212イーグル Eagle Singl 1 8 156時間 244時間 

合  計 9  2474時間 2628時間 

※ 各機種における救急用具は、運航規程 11-4に基づき各機毎所定の 

     場所に装備しています。 

 

(4) 全体の平均機齢、機種別導入時期及び機種別平均機齢 

 

2026.4.1現在 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体の平均機齢 23年 

 

機  種 導入時期 平均機齢 

アエロスパシアル式 AS350B型、B1型、 2001年  38年  

ユーロコプター式 AS350B3型 2009年  9年  

カマン式 K－1200型 2001年  27年  

ベル式 212イーグル Eagle Single 2022年  41年  
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(5)  航空機に搭乗する場合の注意事項 

ア. 輸送禁止等 

  航空法第 86条及び 86条の 2に基づき、機内に持ち込めない物が 

 あります。 

※ 機内に持ち込み可能かどうかについては、お問い合わせ 

 ください。 

イ. 保安検査 

       航空法第 131条の 2に基づき、原則として危険物等所持制限区域 

に立ち入る者及び危険物等所持制限区域に立ち入ることなく航空機

に搭乗する者並びにこれらの者の携行品（機内持込手荷物）を対象と

して保安検査を行います。 

 

2-4. 運航状況に関する情報 

    弊社では、物資輸送事業を専門とし、確かな技術を安全第一で提供して 

  います。 

                2025年度実績   

     2026.4.1現在 

 林業物輸 一般物輸 ﾚｰｻﾞｰ測量 その他 合計 

2024年度 623時間 743時間 567時間 686時間 2628時間 

2025年度 854時間 770時間 182時間 668時間 2474時間 
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3. 法第 111条の４の規定に基づく報告       （規則第 221条の 6第 3号） 

 

(1)   事 故 

   2025年（令和 7年）9月 2日、ベル式２１２型（JA9617）航空機が物輸

作業中に、吊り荷が地上作業員と接触し重傷を負う事故が生起しました。

国土交通省航空事故調査委員会が現在調査中でございます。 

   今後は、事故の再発防止に全社一丸となって取り組んでまいります。 

(2)   重大インシデント 

 な し 

(3)   その他安全上のトラブル 

①  2025 年（令和 7 年）5 月 15 日、ベル式２０４型（JA9374）航空機が

物輸作業中にエンジンから異音が発生したため着陸しました。エンジン

停止後に点検したところ、パワータービンが破損しておりました。 

 エンジンメーカーの調査の結果、破断発生箇所における異物衝突によ

る損傷が最も可能性の高い原因であると特定されております。 

 機体は、経年劣化で海外に売却、2025 年８月７日に抹消登録しまし

た。 

② 2026年（令和 8年）2月 26日、コンクリート打設及び緑化作業で使 

  用している炭酸ガス作動式のバケットのガスボンベの運用において、炭 

  酸ガスを運航中に使用する場合は、航空法施行規則第 194条第 2項 5の 

  「航空機以外の輸送手段を用いることが不可能又は不適当である場合に 

  おいて、国土交通大臣の承認を受けて輸送する物件」となり大臣承認が 

  必要と判明しました。 

   当該ガスボンベは高圧ガス保安法に適合した容器規格品であることか 

  ら、告示で定める技術上基準を満たすとの誤った認識のもと運用してお 

  りました。 
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※ 安全上の支障を及ぼす事態（義務報告） 

航空事故や重大インシデントには至らないものの、予防安全対策に

活用するため報告が必要な事態 （規則第 221条の 2） 

 

4. 安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置 

（規則第 221条の 6第 4号） 

 

4-1.  航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事態の再発防止の措置 

(1) 前項における航空事故を受け、次の再発防止の措置を講じました。 

①  地上作業員の事前教育内容の理解不足及び教育体制の不備から作業 

   基準書を改定して作業内容及び注意事項を明記しました。また、教育 

   方法の見直しを行い「教育内容一覧」を作成し、教育内容を具体的に 

   しました。理解度を確認するため効果測定も実施することとし、作業 

   安全会議において、リーフレットの内容を周知いたします。 

②  情報伝達の不備があったため作業安全会議で連絡体制について周知 

   します。また、作業基準書を改定し連絡体制を明記しました。 

(2) 前項におけるその他安全上のトラブルを受け、次の措置を講じました。 

①  JA9374エンジン破損 

同系列エンジンを搭載する所有機に対しては、再発防止策として駐 

機中におけるエキゾーストカバーの装着を改めて徹底するよう周知し 

ました。 

②  炭酸ガス作動式のバケットのガスボンベの運用 

ア. 国土交通大臣の承認が下りるまで炭酸ガス式バケットの使用停止 

イ. 危険物及び輸送方法についての再確認 

ウ. 関係者に対して危険物及び輸送方法について再教育 

エ. 国土交通大臣の承認に向けた申請手続き 
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4-2. 行政処分・行政指導等と講じた措置  

   2025年度において国から受けた不利益処分はありません。 

 

4-3. 情報の伝達及び共有に関する概要 

   航空機運航において生起した安全情報を積極的に収集し、各部門に伝達

を行っている。特に緊急性を要する内容については、速やかにミーティン

グ等を行い情報の共有を行っています。 

 

4-4. 事故等の防止対策、事故等の発生時及び災害への備えに関する概要 

(1) 事故等の対策防止 

収集した安全情報を基に、事故等の背景や潜在要因を確認しリスク管 

理を行っています。また、事故等の分析を行い許容できないリスクが存 

在した場合には、それらを除去、回避又は低減するための措置を行って

います。 

(2） 事故が生起した場合の連絡体制 

    航空法第 104条及び航空法施行規則第 214条に基づき、「緊急の場合 

においてとるべき措置等」については運航規程に定めています。 

 

4-5. 内部監査の実施及び管理状況の概要 

   毎年、内部監査を行い航空機運航に係る業務や手順が関係法令及び社内 

規定通りに実施されているかの確認を行っています。 

  監査の結果、安全管理システム上の問題が認められた場合には、改善要求

を部門長に通知し対策を求め、会社として効率的かつ円滑に業務が推進す

るよう取組んでいます。 
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4-6. 輸送の安全に係る文書の整備及び管理の概要 

   航空法、航空法施行規則及び国土交通省通達に基づき、社内規定を常に

最新版に維持するとともに、業務の実態等を照らし合わせ社内関連規則の

改正に努めています。 

 

4-7. 事業の実施及び管理の改善の概要 

   関連規則及び事業計画書に基づき、航空運送事業会社及び航空使用事業

会社としての業務を的確に行っていきます。 

 

4-8. 2025年度 安全目標の達成度及び安全への取組みの実施状況 

     2025 年度 会社の安全目標値は、「航空事故発生件数ゼロ」、「重大インシ

デト発生件数ゼロ」及び「ヒューマンエラーによる不具合発生件数ゼロ」 

  を掲げましたが、航空事故が１件発生し達成することができませんでした。 

 

   各部は、会社の安全目標を達成するよう更に具体的目標を掲げ、その実

施状況を毎月確認しています。 

 

4-9. 2026年度の安全目標値  

昨年度の実績を踏まえ、2026年度の安全目標値を次のとおり設定しました。 

(1)「航空事故発生件数ゼロ」 

(2)「重大インシデント発生件数ゼロ」 

(3)「ヒューマンエラーによる不具合発生件数ゼロ」 

   安全の確保は、お客様に対する最優先の約束であるとともに会社経営の 

基盤であると考えています。そして、社長及び安全統括管理者をはじめと

する安全管理の責任者が先頭に立ち、全社員が一丸となって安全を最優先

に考え行動し、2026年度の安全目標達成を目指します。 
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4-10. 安全宣言 

   会社と取り巻く情勢の変化及び社内で培った確かな技術を継承し「安全

運航が会社の原点である。」という安全意識を社員総員が共有し、運航業務

を行います。 

 

 

安 全 宣 言 

アカギヘリコプターは、社会及び顧客からの信頼を得るため

「安全の確保は会社経営の基盤であることを認識し安全文化の構

築及び向上を図る。」を安全理念とし自覚をもって行動する。     

       １．安全業務への関心を高める 

          → 航空事業会社の信頼に資する 

       ２．相互の信頼を高める 

          → 各社員の力を結集し安全を確保する 

       ３．ライフワークバランスを確保し個人の充実を図る 

          → 個人の能力向上及び柔軟な思考を育成する 


